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　平成22年３月26日、全国土地改良事業団体連合会の表彰式が東京都内で開かれ、当土地改良区が栄え
ある『農林水産大臣表彰』を受賞しました。表彰式には、土地改良区を代表して伊藤壽一副理事長が出
席しました。
　今回の受賞は、受益面積５千ha余、組合員１万人余を要する当土地改良区が、昭和48年の設立以来、
36年間の長きに亘り堅実にかつ健全な業務運営に努めてきたこと、また、水利に乏しい牧之原台地上で
の農業用水の防火用水としての活用や、小学校での出前授業等が評価されたものです。
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土地改良区を代表して、表彰を受ける伊藤壽一副理事長
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　組合員、並びに関係の皆様方には、日頃から本事業の推進や土地改良区の運営に
御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
　さて、今年の一番茶ですが、あの３月30日の厳しい冷え込みの影響を受け、一番

茶摘採の最盛期が、八十八夜どころでなく、ゴールデンウィーク明けまでズレ込むという、過去にも例
を見ない状況でした。
　このような状況の中で、肝心の生産量や価格面につきましては、現時点明確なデータが公表されてい
ませんが、県内の各地区、地域によってその被害の爪あとには大きなバラツキあると聞いており、当牧
之原地区内も例外ではありませんでした。
　いずれにせよ、全国有数の茶産地「牧之原」の危機的状況を回避するため、土地改良区としても、ま
さに「原点回帰」。あらためて関係機関と連携し、本来目的の農業基盤整備の充実に加え、茶業の復活
振興に努めていかねばならないと思っております。
　ところで、本年度新規事業として、耐用年数を過ぎた取水工やポンプ場施設の補修更新事業を予定し
ておりましたが、国の厳しい土地改良予算の中で、「採択見送り」というたいへん残念な結果でありました。
　しかしながら、今や本牧之原農業水利施設は、農業用水にとどまらず、防火や防災用水、さらには河
川のない牧之原台地に住む地域住民の生活安定のための「地域を潤す水」として役割を担っており、貴
重な社会財産として後世に受け継いでいかなければならないものです。
　このことから、施設の適正な維持管理のためには、地元にとって優位なこの整備補修事業をあきらめ
る訳にはいきません。何としても来年度採択をお願いしたいという気持ちを、関係組合員、並びに地域
住民の皆様の合計23,500人もの多くの方々ご署名を大きな力にして国及び県の関係機関等へ要望をいた
しました。
　申し遅れましたが、このたびの署名活動につきましては、役員、総代をはじめ関係畑地用水組合の役
員の皆様にはお忙しい中をたいへんお世話をおかけいたしました。御協力ありがとうございました。
　最後に、関係の各地域の皆様には、今後とも更なる御支援と御協力をお願い申し上げ、御挨拶といた
します。

牧之原畑地総合整備土地改良区

理事長（島田市長）　桜 井 勝 郎ご あ い さ つ

　日頃から、組合員の皆様をはじめ関係各位の方々には、県営牧之原畑地帯総合整
備事業の推進に当たりまして御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　農業農村整備事業は、食料の安定供給の基礎となる農地や農業水利施設を整備す

るとともに、これらが適切に管理されることによって、農業の持続的な発展のみならず、地域の環境を
保全するという大きな役割も担っております。
　皆様方とともに、この大事業により築き上げて来た牧之原台地5,100ha余の地に農業用水が配水され
た今、当地域の生産基盤である農地・農業用水等を質的・量的に良好な状態で維持し続け、次世代に継
承していくことは、当改良区や組合員の方々にとって喫緊の課題であります。
　しかしながら、本年度の農業農村整備事業予算は、政策の優先順位や政策決定プロセスなどの劇的な
変化のなか大幅に削減されており、その影響としまして当地域においても継続地区の完了遅延や国営事
業の新規採択が見送られ、老朽化した施設改修の遅れが懸念されております。
　国・県営事業で造成されましたこの財産を、今後、如何に有効利用していくのかは組合員の皆様の一
層の知恵とその行動が求められており、県といたしましても、不測の事態に陥らないよう皆様と連携し、
茶業発展のために一層の支援を傾けて参りますので御協力をよろしくお願いいたします。
　結びに、この３月末、凍霜害に遭われた組合員の方々には心からお見舞い申し上げるとともに、今後
このような災害が再発しないことを祈念いたしまして御挨拶とさせていただきます。

静岡県志太榛原農林事務所

　　　　　所　長　糠 谷 禎 則ご あ い さ つ
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　平成21年度通常総代会が、平成22年３月17日、島田市金谷夢
づくり会館において開催されました。
　通常総代会は、午前10時に伊藤壽一副理事長の開会の辞に始
まり、桜井勝郎理事長の挨拶の後、理事長表彰を行い、当日ご
臨席いただいた来賓の方々から祝辞が述べられ、議事へと入り
ました。
　議事は、議長に菊川市の堀和弘総代が選出され、承認議案の
平成21年度補正予算を含む７件、議決議案の22年度予算を含む
11件が上程され、全議案いずれも原案どおり可決され、通常総
代会は滞りなく終了しました。

　平成21年度通常総代会において、15年以上水利施設の適切な維持管理に努め、その運営が他の模範と
なる組合に対して、その功績を称える理事長表彰が行われました。
　この表彰は、土地改良区表彰規程に基づき、表彰審議会において対象となる個人、及び組合を理事長
が総代会において表彰するものです。
　◆受賞者（敬称略．順不同）
　　◎組合表彰　・小山段畑地用水組合（榛原地区）
　　　［８組合］　・布引原畑地用水組合（榛原地区）
　　　　　　　　・中沢原畑地用水組合（相良地区）
　　　　　　　　・越木沢畑地用水組合（掛川地区）
　　　　　　　　・長野畑地用水組合（掛川地区）
　　　　　　　　・天王山畑地用水組合（掛川地区）
　　　　　　　　・丹野原畑地用水組合（小笠地区）
　　　　　　　　・浜岡17-1畑地用水組合（浜岡地区）

平成平成2121年度　通常総代会　報年度　通常総代会　報告
～全議案とも原案どおり可決～全議案とも原案どおり可決～

平成21年度　通常総代会　報告
～全議案とも原案どおり可決～

●　理　事　長　表　彰　●

新 副 理 事 長 ・ 新 理 事 の 紹 介新 副 理 事 長 ・ 新 理 事 の 紹 介新 副 理 事 長 ・ 新 理 事 の 紹 介新 副 理 事 長 ・ 新 理 事 の 紹 介新 副 理 事 長 ・ 新 理 事 の 紹 介
新副理事長　大関住男理事が就任
　５月31日に開催された理事会において、理事の互選により、大関住男理事（牧之原市榛原地区）が新
副理事長に就任されました。
　これは、当区規定による副理事長２名のうち１名が欠員となっていたために、理事会において理事に
よる副理事長の互選が行われたものです。

役員補欠選挙　小塚悦夫氏が当選
　役員補欠選挙で、牧之原市（相良地区）の小塚悦夫氏が当選されました。
　この補欠選挙は、土地改良区第２被選挙区（牧之原市）の組合員である理事１名が欠員になったため
に執行したものです。

　今回、副理事長に就任された大関住男副理事長、役員補欠選挙で当選された小塚悦夫理事には、役員
の任期満了となる平成25年10月25日までの間、当土地改良区の運営や事業推進に御尽力をお願いするこ
ととなります。

受賞された畑地用水組合の代表の方々
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繰越金
7,003千円
（0.35％）

経常賦課金・助成金
111,457千円
（5.59％） 借入金

223,844千円
（11.23％）

事務費・事務所費・選挙費
67,481千円
（3.39％）

事業費
14,724千円
（0.74％）

繰入金
4,433千円
（0.22％）

受託料
1,547千円
（0.08％）

組合費
1,635,815千円
（82.03％）

負担金
8,085千円
（0.41％）

諸収入・その他
1,864千円
（0.09％）

1,994,048
千円

収　入

2,055,807
千円

収　入

148,945　
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収　入
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千円

収　入
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千円

支　出
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千円

支　出
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千円

支　出

分担金及び負担金
225,162千円
（11.32％）

繰出金
67,351千円
（3.38％）

徴収費・その他
2,969千円
（0.15％）

繰出金・その他
61,046千円
（2.97％）

財産管理費・その他
6,784千円
（4.97％）電気料金

27,301千円
（20.02％）

事務費・事務所費・選挙費
58,466千円
（2.84％）

繰入金・その他
17,692千円
（0.86％）

借入金
202,000千円
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支　出

施設管理費
64,952千円
　　（45.87％）

負担金
2,575千円
（1.89％）

電気料金
31,880千円
（22.52％）

整備補修費
35,315千円
（24.94％）

組合費
1,731,763千円
（84.24％）

受託料・補助金
2千円
（0.01％）

経常賦課金・助成金
104,350千円
（5.07％）

借入金償還
1,726,356千円
（83.98％）

事業費
6,780千円
（0.33％）

分担金及び負担金
203,159千円
（9.88％）

受託料
　52,289
　　　千円
　　（38.35％）

補助金・交付金
16,452千円
（12.06％）

繰越金・その他
4,266千円
（3.13％）

繰入金
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　　　千円
　（44.57％）

施設管理費
　66,610千円
　　（48.85％）

整備補修費
　33,637千円
　（24.67％）

負担金
2,027千円
（1.49％）

収
　
　
入

支
　
　
出

平成20年度　一 般 会 計 決 算

収入総額 1,994,048千円
支出総額 1,990,014千円
差引残額 4,034千円
 （次年度へ繰越）
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支
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平成20年度　管理費特別会計決算

収入総額 148,945千円
支出総額 141,587千円
差引残額 7,358千円
 （次年度へ繰越）
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入

支
　
　
出

平成22年度　一 般 会 計 予 算

収
　
　
入

支
　
　
出

平成22年度　管理費特別会計予算
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県　　営　　畑　　総　　事　　業
～平成22年度事業の執行状況～

　現　状

　本地区は国営牧之原農業水利事業の附帯県営事業として、昭和48年から牧之原台地を中心とする５市
の茶園5,045.5haを対象に、畑地かんがい、農道、農地造成などの生産基盤を整備し、生産性の向上を図
ることにより担い手を育成・支援し、全国屈指の茶産地の形成を目指しています。
　平成20年度で牧之原地区全域において畑地かんがい用水の利用が可能（第１ステージ（ファームポン
ド）整備率100％）となり、農業経営の合理化による担い手育成など所期の目的が達成されることから、
担い手育成型の現行事業（Ⅰ期）は牧之原菊川地区を除き全て完了しました。
　平成22年度は、対前年比68.5％の８億1,500万円の事業費により道路工を整備内容とするⅠ期事業１地
区と畑かん第２ステージ及び第３ステージや、区画整理を整備内容とするⅡ期事業７地区の計８地区を
実施しています。

　推進方針

　今後は、茶生産における一層の省力化や高品質化を図
るために、第２ステージ（給水栓）・第３ステージ（ス
プリンクラー）の整備や担い手を中心とした小規模区画
整理をはじめ、新たな地元ニーズに対応した機動的でき
め細やかな基盤整備を担い手支援型のⅡ期事業や戦略畑
総、県単事業等により推進していきます。

畑地かんがい効果発生面積（平成22年４月現在）

ステージ区分 計画事業量 H21年度まで 進　捗　率 整　備　率
（A） （B） （B/A） （B/受益面積）

畑かん受益面積 5,045.5ha － － －
第１ステージ 5,045.5ha 5,045.5ha 100.0% 100.0%
第２ステージ 3,039.9ha 2,832.6ha 93.2% 56.1%
第３ステージ 653.5ha 631.4ha 96.6% 12.5%

※H21年度新規（牧之原切山地区、牧之原坂部地区）を含む。

畑地基盤整備の実施状況（平成22年４月現在）
工　種 計画事業量 H21年度まで 進　捗　率 実 施 地 区
農 道 286,056ｍ 282,293ｍ 98.7% 菊川
排 水 路 214,792ｍ 214,792ｍ 100.0%
区画整理 58.5ha 40.9ha 69.9% 勝間田、鬼女新田、坂部
農地造成 129.2ha 129.2ha 100.0%
農地保全 12.6ha 12.6ha 100.0%

※区画整理はH21年度新規（牧之原坂部地区ナルコ原工区）を含む。

畑総牧之原地区年度別予算執行計画（予定）　　 （単位：百万円）
区分 総事業費 ～H21 進捗率 H22 H23以降
Ⅰ　期 88,603 87,967 99.3% 130 －
Ⅱ　期 3,787 1,965 51.9% 685 1,116
合　計 92,390 89,932 97.3% 815 1,116

21年度施工　菊川地区
１号幹線農道（倉沢地先）

静岡県志太榛原農林事務所
牧の原用水課長　大塚 亜弥彦
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県営ストックマネジメント事業の内容

維持管理計画書の一部変更
　畑地用水施設の幹支線水路・調整水槽等の管理を土地改良区が行うにあたり、静岡県知事の土地改良
事業（維持管理事業）計画の施行認可を受け、維持管理計画書に基づく管理を実施してきました。
　近年故障や漏水事故が増え、管理操作に支障をきたす事態となっていることから、施設の老朽化等に
伴う更新事業が必要と考えられ、地元負担金の軽減等から国営事業で実施することとしたところ、土地
改良区の経費負担等の基となる維持管理計画書が関係５市の合併前の内容となっており、事業採択申請
に支障となることから、昨年８月に臨時総代会を開催し、土地改良区営土地改良事業の事業計画の変更
について議決をいただき、静岡県知事宛に変更認可の法手続きを行い、去る５月６日付けで、維持管理
計画書の変更が認められました。
　主な変更箇所は、合併に伴う市名称変更・市別面積の調整、及びかんがい施設の事業完了後データへ
の変更などとなっております。

県営ストックマネジメント事業　新規採択される
　川口取水工設備は、大井川広域水道企業団との
共有財産で、老朽化による更新期を迎え、この更
新事業を国営造成土地改良施設整備事業で対応す
べく、平成22年度事業採択を国・県にお願いした
ところ、政府与党の土地改良事業予算の大幅な削
減に伴い採択が見送りとなりました。
　しかし、施設の老朽化は年々進行し、早急な修
繕が必要な計装設備を更新するため、急遽県営ス
トックマネジメント事業での採択を国・県にお願
いし、この４月に新規採択が認められました。
　この川口取水工の計装設備更新事業は、22年度
から２年間を掛けて実施されることとなります。
　また、川口取水工の工事による、農業用水の工
事費負担金は総事業費の21.7％となりますが、こ
れを県営ストックマネジメント事業として補いま
すので、この負担率分を事業費とした内の25％を
土地改良区並びに関係５市で負担することとなり
ます。 ◎事業主体

　共有財産川口取水工更新事業は、大井川広域水
道企業団・静岡県・東遠工業用水道企業団の共同
工事となる。
　工事発注は大井川広域水道企業団が行う。

◎事業工期
　平成22年度～平成23年度

◎工事内容（更新の計装設備）
　①川口取水工管理室
　　・自動制御装置（制水ゲート制御装置）
　　・入出力中継装置（制水ゲート、ＴＭ/ＴＣ用）
　　・水位計
　②塩郷ダム管理所
　　・送受信装置
　　・監視操作卓

▲川口取水工全景

▲川口取水工管理室内

◀自動制御装置内部
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農地転用・組合員得喪資格の変更などは改良区の手続を！農地転用・組合員得喪資格の変更などは改良区の手続を！
～届出書は改良区ホームページからダウンロードできます～～届出書は改良区ホームページからダウンロードできます～

農地転用・組合員得喪資格の変更などは改良区の手続を！
～届出書は改良区ホームページからダウンロードできます～

農地を転用する場合は改良区に連絡を
　牧之原畑総事業の受益地を農地以外に転用する
場合には、農振農用地区域の除外認可を受けた上
で、改良区への農地転用手続きが必要です。
　この転用手続きを行わないと、農地法第４条及
び第５条の申請をする際に改良区が交付する意見
書が添付されないため農地法が許可になりません。
　受益地の転用をされる場合は、必ず改良区・業
務課までご相談ください。

決済金単価の改正について
　農地転用決済は、受益農地の農地以外の用途への転用による受
益面積減に伴う、残存受益農地（組合員）の負担増の解消のため、
即ち公平な負担を保持するために設けられていますので、転用決
済について、是非ご理解、ご協力をお願いいたします。
　単価内容
　水源施設建設事業・国営事業・県営事業・維持管理費
　各事業の地元負担額を対象としております。
　今回の改正のポイントは、県営事業の概ねの完了に伴いまして、
対象地区を工区別、施設形態ごとに区分しました。
　継続地区や、その他事業等については、今まで同様の算出方法
となります。
　平成22年４月１日より適用となっております。

農地転用決済金は譲渡費用と認められます
　土地を売却された際に改良区へ支払われた決済金は、一定の要
件を満たす場合は譲渡費用として認められます。
　税務署で手続きをすれば、所得税が減額される場合があります。
　詳しくは、税務署の資産課税（担当）部門にお尋ねください。

組合員資格得喪通知の提出について
　組合員資格に変更を生じた場合は、土地改良法第
43条の規定に基づき、組合員資格得喪通知書を速や
かに改良区に提出することになっております。
　改良区では、組合員から提出される通知書により、
土地原簿の修正をしていることから、この手続きを
されませんと、賦課金などが変更前の組合員に賦課
されたり、経営移譲年金受給の際に確認書類の証明
ができなくなります。
　得喪通知書は改良区に用意してありますが、改良
区ホームページからもダウンロードできます。

 得喪通知書の提出が必要な場合 
経営移譲年金を受給するとき
農地の売買･贈与･交換など所有権を移転したとき
農地を農地以外に変更するとき（農地転用）

賦課金の納入のお願い
　特別賦課金は、９月末日に口座より引き落とし
させていただきます。
　口座引き落としがされなかった場合には、振込
による方法となり、振込手数料が掛かることとな
りますのでご注意ください。

繰上償還するには
　毎年９月初旬に、特別賦課金（工事負担金）を
賦課させていただいておりますが、組合などの希
望により繰上償還を行うことができます。
　なお、一部繰上償還ができない場合があります
ので、ご希望の方は必ず改良区・業務課に問い合
わせの上、改良区へ申請書の提出をお願いします。
　当該年度の申請締め切りは毎年６月末日までと
なっております。

公共事業による転用も改良区との協議を
　公共事業によって受益地が転用される場合があり
ます。
　事例として、国・県・市道の新設・拡張や公共施
設の建設等に受益地を農地転用する事があります
が、この場合、公共事業では農業委員会への転用申
請が免除されるため、改良区への協議が提出されな
い事があります。
　組合員の皆様に公共事業による用地買収等の話が
あった際は、畑総事業の受益地である旨を伝えてい
ただき、改良区へ農地転用の協議をしてください。
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　今回で第３回を迎える牧之原農業用水施設の紹
介シリーズ。第３弾は、『金谷吐水槽』です。

　金谷吐水槽は、牧之原揚水機場のポンプで押し上げられた大井川
の水が直接流れ込む大きな水槽で、水槽内には10,000トン（25ｍプ
ール30杯分の水とほぼ同じ量）もの水を溜め込むことができます。
　金谷吐水槽は牧之原台地の中で最も高い所に位置し、溜められた
水は掛川方面に行く掛川幹線、御前崎まで流れて行く中央幹線へと
分水され、自然流下（勾配）により関係する５市（島田市・掛川市・
菊川市・牧之原市・御前崎市）の茶園・普通畑へと送られています。
　金谷吐水槽から出た水は、そのまま畑まで流れていくのではなく、
途中調整水槽やファームポンドといった貯留水槽を通り、畑へと流
れていきます。（調整水槽・ファームポンドについての紹介は、次号
以降で！）そのおおもとで水を配っているのが金谷吐水槽なのです。
　牧之原台地の高い位置にどっしりと構え、配下に調整水槽やファ
ームポンドという幾つもの子分を持つ大親分の金谷吐水槽は、人で
例えるならば、清水の次郎長と言ったところでしょうか⁉

ふじのくに美農里プロジェクトふじのくに美農里プロジェクト
～『湯日美里会』環境保全活動～～『湯日美里会』環境保全活動～

ふじのくに美農里プロジェクト
～『湯日美里会』環境保全活動～

み 　 の 　 り

ゆ　　い　　み　　さと　かい

　昨年、牧之原地域の管内島田市湯日地区に、ふじのくに美農里プロジェ
クトを推進する活動団体『湯日美里会』が発足しました。美里会は、湯日
地区の自治会を中心に、畑地用水組合、茶農協、窯

ようゆうかい

友会、ＪＡ女性部、消
防団など、地域の様々な分野で活躍されている方たちで構成されています。
　主な活動としては、農道沿いの花壇の整備や草刈り作業、非常時災害発
生に備えての給水栓点検作業。また湯日川の河川浄化や、ホタルの里づく
りのためにホタルの生態系を勉強した湯日小学校の皆さんがホタルの幼虫
を湯日川へ放流したりなど、地域住民が一体となり環境保全活動に取り組
んでいます。

牧之原用水施設の紹介　シリーズ第３弾『金谷吐水槽』
～金谷吐水槽は大親分⁉～

金谷吐水槽
揚水機場から台地上へ送られた
大井川の水が直接流れ込む大きな水槽

 ☎ 土地改良区電話番号
代表（夜間休日緊急時連絡先）：
　　　　０５４７－３６－８０００
局　長：０５４７－３２－９９０１
技　監：０５４７－３２－９９０２
総務課：０５４７－３２－９９０３
業務課：０５４７－３２－９９０４
管理課：０５４７－３２－９９０５
ＦＡＸ：０５４７－３６－０８３０
ホームページ

農地転用通知書・組合員得喪通知書・
役員交代届などの様式がダウンロー
ドできます。

http://midorinet-makinohara.com

水土里ネット牧之原 検索

島田市長との調印式

　10月９日から11日の３日間、３年に一度開催される
『帯祭』が行われます。
　この帯祭りは、島田市内にある大井神社の祭式神事のひとつで、
その昔島田では、他地域から嫁いで来た花嫁は、大井神社の氏子に
なった報告と安産祈願をした後、晴着のままで町並みを披露する習

慣がありました。しかし、その後、
これでは女性が見せ物のようで気の
毒だという思いが、帯を身代わりに
し、大井神社の御神輿渡御の警護に
当たる山伏の格好をした大奴の木太
刀に飾ってもらい、安産祈願と町並
み披露を行うことになったと伝えら
れております。

日本三奇祭　島田大祭　帯祭


